
　２大公約である「市民税10％減税」と
「地域委員会創設」を合わせた「住民分権を
確立するための市政改革ナゴヤ基本条例
（政治ボランティア条例）」を河村市長が提案。

議員の身分についても正当に評価する
しくみが必要であると考えます。

　議会改革については、地方分権時代の
ガバナンスとして考えていく必要があります。
市民参加やディスクローズ（情報公開）は
当然であるし、議会の立法機能強化や

地域委員会についても制度設計や運用面
に多くの課題があります。
　二元代表制のチェック機能である議会
としてしっかりと議論してまいります。

　議会改革は当然必要ですが、減税に
ついては低所得者や福祉・医療の切捨て、

皆様、いつもありがとうございます。
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＜議会改革基本条例のポイント＞
①議員定数半減　②議員歳費半減
③政務調査費の廃止　④費用弁償の実費
支給　⑤議員年金の廃止　⑥市民3分間
ｽﾋﾟｰﾁ導入⑦議員の多選自粛（３期まで）
⑧市長の多選自粛（３期まで）

議会改革＆住民分権
～二元代表制による善政競争を～

名古屋市会議員




